
■　正誤表

頁 場所 誤 正

凡例ⅶ頁 上から11行目
判プラⅢ　　『判例プラクティス民法Ⅱ　親族・相
続

判プラⅢ　　『判例プラクティス民法Ⅲ　親族・相
続

15 図表中②
用水地役権（285条2項）
動産質（355条）

動産質（355条）
純粋共同根抵当（396条の16）

240 下から７行目 ・・・場合と，(ⅰ）定期で ・・・場合と，(ⅱ）定期で

251 下から13行目 ・・・同様，承役地の便益にとって ・・・同様，要役地の便益にとって

七戸克彦著『基本講義　物権法Ⅰ　総論・占有権・所有権・用益物権』に下記誤植がございました。誠に申し訳ございま
せん。お詫びのうえ訂正いたします。


